
令和　年　月　日

　殿
　　


建築基準法上の考察結果について

建築場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

建築時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 





上記の内容について、現況は確認済証と同様の建物であることが目視などから確認でき、
新築（増築）当時の建築基準法に合致した状態のまま、現在に至るものと判断する。
障害福祉サービス等の利用者が通所するにあたり、通風・採光等に問題はなく、
今後の利用に耐えられないほど老朽化している点は見受けられない。
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